
 

 

 

 

 

 

 

 

宇 陀 市 立 榛 原 こ ど も 園  

給食調理業務委託プロポーザル実施要領  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年１０月 

宇陀市 健康福祉部 こども未来課 

 



１．目的 
  この要領は、宇陀市立榛原こども園において実施している給食調理業務を、乳幼

児に良質な給食を提供するため、複数の業者から最新の知識と技術、豊富な経験に

基づく企画提案を受け、市の選考基準により審査したうえで委託業者を選考するこ

とを目的とする。 

 
２．委託業務名  
  宇陀市立榛原こども園給食調理業務委託 

 
３．履行施設   

    
 
 
 
 
４．委託の内容 
  「宇陀市立榛原こども園給食調理業務委託仕様書」のとおり 

    
 
５．選考方式  
  公募によるプロポーザル方式 

 
６．履行期間  
  契約日から令和１０年３月３１日 
  但し、令和８年３月は、業務実施の引継ぎ期間とし、給食開始日は令和８年４月 
１日からとする。 

 
７．応募要件  
  次に掲げる要件をすべて満たすこと。 
  （１）地方自冶法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項に該

当しない者であること。 
  （２）宇陀市物品購入等の契約に係る入札参加停止措置要領（平成２６年９月３

０日告示第８４号）に基づく入札参加資格停止措置を受けてない者であるこ

と。 
  （３）会社更生法（平成１４年法律第１４５号）又は民事再生法（平成１１年法

立第２５５号）に基づく更生手続き又は再生手続きの開始の申し立てがなさ

れていない者であること及びその開始決定されていない者であること。 
  （４）会社経歴及び経営状態が正常かつ良好なこと。 

施設名 定員 所在地 

榛原こども園 １８０ 宇陀市榛原下井足１０５-１（予定） 



  （５）宇陀市物品購入等競争入札(見積り)参加資格者名簿に登録されている者で

あること。 
  （６）保育所・こども園の給食施設での給食調理業務の受託実績があること。 
  （７）保育所・こども園給食に深い理解を有し、こども園給食調理の目標達成に

協力的であること。また、アレルギー対応給食の提供について理解している

こと。 
  （８）食育に関する指導体制、社員の教育、安全・衛生管理体制、事故発生時の

保証体制、社員が欠けた場合の即時サポート体制が確立されていること。 
  （９）契約時に、市が認める保育所・こども園給食調理業務の実績がある保証人 

を確保できること。 
      （１０）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７ 

号）第２条第２号に規定する暴力団及びその利益となる活動を行う者でない 
こと。 

 
８．委託金額の上限（２ヶ年度合計） 
    ￥４３，６０８，０００円（消費税及び地方消費税を含まない額） 
   各年度の委託金額の上限 令和８年度  ￥２１，８０４，０００円 
               令和９年度  ￥２１，８０４，０００円 

    
９．プロポーザルの審査  
  プロポーザルの審査は、宇陀市立榛原こども園給食調理業務委託業者選考委員会 
（以下、「選考委員会」という。）が行うものとする。 

 
１０．書類の審査及び提案の選考 

この実施要領における審査は、第１次審査及び第２次審査で行うものとします。 
第１次審査の結果により上位３事業者を選考し、その上位３事業者を第２次審査に 
よるプレゼンテーション及びヒアリングを行います。 
第１次審査・第２次審査の総合評価により優先交渉権者を決定します。その後、

優先交渉権者の優先順位に従い、宇陀市立榛原こども園給食調理業務委託仕様書及

び提案書の内容について協議し、双方同意により当該業務の契約締結予定者を決定

する。 
（１）第１次審査 
   提出された提案書を、「（３）評価基準」に基づき選考委員会が評価・採点 

し、上位３事業者を選考する。 
 （２）第２次審査 
    第１次審査で選考された事業者を対象に選考委員会においてプレゼンテー 

ション及びヒアリングを行い、（３）評価基準の「⑤総合評価」として評価・ 
採点し、第１次審査の採点結果に加算し、各々の合計点を２００点満点（選考 



委員１人）として採点することにより審査する。 
 （３）評価基準 
   第１次審査及び第２次審査における評価項目と配点は次のとおり。    

区分 評価項目 配点 

①経営基盤等 
ア 事業者概要 

４０点 
イ 給食調理業務の受託実績 

②運営に関する

考え方 

ア こども園給食に対する基本的な考え方 

３０点 イ 円滑な調理業務遂行能力 

ウ 配置計画について  

③運営体制 

ア 雇用計画、資格・経験 

３０点 イ 研修計画 

ウ 労働安全衛生管理体制 

④経費節減努力 ア 見積金額 ５０点 

⑤総合評価 ア プレゼンテーション及びヒアリング ５０点 

合           計 ２００点 

   ＊選考委員１名あたりの配点 

 
１１．選考スケジュール     

選考手順 選考日程等 

実施要領の公表 令和７年１０月６日 

実施要領等に関する質問の受付 令和７年１０月１５日まで 

実施要領等に関する質問の回答 令和７年１０月１７日公表 

参加意思表明書の提出 令和７年１０月２４日まで 

提案書類等の受付 令和７年１０月２７日から 
１１月４日まで 

第１次審査 令和７年１１月１１日 

第１次審査結果通知及び２次審査

通知 
令和７年１１月１９日発送予定 

第２次審査（プレゼンテーション及

びヒアリング） 
令和７年１１月２６日 

第２次審査に関する結果通知 令和７年１２月上旬 

優先交渉権者の決定 令和７年１２月中旬 

受託事業者の決定 令和７年１２月下旬 

 （１）実施要領の公表 
   ①公表方法   

宇陀市ホームページにおいて公表 
   ②公表仕様 
    ア 実施要領・・・本書 



    イ 仕様書 
    ウ 別図１-１・別図１-２・別図１-３ 
    ＊上記書類が必要な場合は各自、宇陀市ホームページよりダウンロードし 

てください。 
・宇陀市ＨＰ（URL） 

https://www.city.uda.lg.jp/soshiki/19/2039.html 

     ・宇陀市ＨＰ（QR コード） 

       

 
  （２）実施要領等に関する質問の受付・回答 
     実施要領の内容に関する質問は、次のとおり受付、回答を行う。 
    ①質問の提出方法 
     質問書（様式第１号）に内容を簡潔にまとめて記載し、電子メールにより 

提出。 
    ②受付期間 
     令和７年１０月６日（月）から同月１５日（水）午後５時まで 
    ③回答期日 
     令和７年１０月１７日（金）宇陀市ＨＰにて回答を公表。 
    ④送信先電子メールアドレス 

     kodomo@city.uda.lg.jp 
  （３）参加意思表明書の提出 
    ①提出日時 
     令和７年１０月２０日（月）から同月２４日（金）午後５時まで 
    ②提出書類 
     参加意思表明書（様式第２号） 
    ③提出先 
     宇陀市榛原下井足１７番地の３ 
     宇陀市健康福祉部こども未来課 
    ④提出方法 
     持参又は郵送 
     ＊注１：持参の場合は、土、日を除く午前９時から午後５時まで 

＊注２：郵送の場合は、提出日時までに宇陀市健康福祉部こども未来課に 
到着したものとする。 



（４）提案書類等の受付 
    ①受付期間 
     令和７年１０月２７日（月）から１１月４日（火）の午前９時から午後５

時まで 
    ②受付場所 
     宇陀市健康福祉部こども未来課（直接持参） 
    ③提出書類 
     ア 審査に係る提案書類提出書（様式第３号） 
     イ 提案書 正１部、副（コピー可）１１部 

⑴様式第４号～様式第８号 
⑵書式：Ａ４判用紙、横書き左綴じ、ページ番号記載 

     ウ 見積書 様式第９号 
       ⑴仕様書に基づき作成。 

⑵見積額の内訳は、年度ごとに記載。 
       ⑶見積書に、年度及び対象施設ごとの詳細な積算内訳書（人件費、諸 

経費、管理費等）を添付。 
       ⑷見積書に記載する委託料の額は、取引に係る消費税及び地方消費税 

を含まない金額とする。 
     エ 会社案内等のパンフレット １１部 
  （５）第１次審査 
    提出された提案書を、「（３）評価基準」に基づき選考委員会が評価・採点 

し、上位３事業者を選考する。 
   ①実施日時 

    令和７年１１月１１日（火） 
   ②実施場所 

    宇陀市役所内 ４階大会議室 
（６）第２次審査（プレゼンテーション及びヒアリング） 
   第１次審査で選考された事業者を対象に、プレゼンテーション及びヒアリ 

ング審査を実施する。 
    ①実施日時 
     令和７年１１月２６日（水）別途通知する。 
    ②実施場所 
     宇陀市役所内 ３階３１２会議室  
    ③実施時間 
     ３０分程度（プレゼンテーション１５分、ヒアリング質疑応答１５分） 
     ＊準備及び撤収は、審査前後約１０分間の休憩時間で行うこと。 
    ④出席者 
     ４名以内 



    ⑤説明にパワーポイント等を使用する場合は、各自で準備 
（プロジェクター及びスクリーンは市で準備） 

    ⑥プレゼンテーション及びヒアリング審査の順番 
     第１次審査における書類の受付順とする。 

   
１２．契約の締結 
  （１）優先交渉権者の決定等 

   第１次審査・第２次審査の総合評価により優先交渉権者を決定する。そ 
の後、優先交渉権者の優先順位に従い、宇陀市立榛原こども園給食調理業務

委託仕様書及び提案書の内容について協議し、双方同意により当該業務の契

約締結予定者を決定する。 
（２）選考結果通知 

令和７年１２月上旬頃通知。 
選考結果については、市ホームページで公表。 

 
１３．留意事項  
   （１）次に掲げる場合は、提案書の記載内容に問わず失格とする。 

①提案書を受付期限までに提出しなかった場合 
②市が示した委託料の上限を超過した場合 
③提案の記載内容に虚偽がある場合 
④提案書の提出から契約締結までの間に、「７．応募要件」に満たなくなっ 
た場合 

   （２）応募者は、提案書の提出をもって、この実施要領その他本市が作成した 
この契約に関する事項すべてを承諾したものとみなす。 

   （３）このプロポーザルに参加する費用の負担は、参加者の負担とする。 
（４）提出された書類については、その内容の変更又は差替えはできない。 
（５）提出された提案書の著作権は、提出された事業者に帰属するものですが 

市が業務上必要とする場合は、複製を作成する場合ある。 
（６）提出された提案書は、本市の保有公文書となり情報公開の請求があれば、 

市情報公開条例の規定に基づき処理を行う。 
（７）提案書を提出した後、自己都合により、この応募の参加を辞退したい場 

合は、その旨を書面（任意様式）で提出。 
市は、辞退者に対して、その後の不利益な取扱はしない。 

１４．問合せ先 
   〒６３３-０２９２ 奈良県宇陀市榛原下井足１７番地の３ 

宇陀市役所 健康福祉部 こども未来課（担当：福本・大上） 

電話：０７４５－８２－２２３６  FAX：０７４５－８２－３９００ 

Email：kodomo@city.uda.lg.jp 


